
令和６年１２月６日

（株）キムラの商品券等を

お持ちの皆様に

株式会社キムラ発行の商品券等に係る発行保

証金の還付については、財務局による配当によ

り実施します。

現時点において、法務局から個別に各個人等

に対し保証金の払い渡しはできません。

今後の手続きについては、財務局のホームペ

ージ等において確認して下さい。


